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※転載禁止 ©滋賀労働局雇用環境・均等室

パートタイム・有期雇用労働法
（同一労働同一賃金の基本について）

雇用環境・均等室



問３ 「待遇」には、具体的にどのようなものが含まれるか。
（答）「待遇」には、基本給や賞与、各種手当等の賃金に関係するものに限らず、教育訓練や福利厚生
（休暇等）なども含まれる。

問１ 同一労働同一賃金とは何ですか。
（答）同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者とパートタイム労働者、
有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うものです。具体的にはパート・有期雇用労働法第
８条及び第９条に定めがあります。

問２ 不合理な待遇差は禁止されているとのことだが、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に
待遇差があってはいけないですか。

（答）パートタイム・有期雇用労働法第８条（不合理な待遇差の禁止）においては、個別の待遇について、
➀職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、②人材活用の仕組みや運用（異動・昇進・転勤などの有
無やその範囲）、③その他の事情のうち、各待遇の性質及び目的に照らして適切なものを考慮して、不
合理な待遇差があってはならないこととされており、待遇差があったからといって即座に法違反となる
わけではありません。

パートタイム・有期雇用労働法の企業指導（同一労働同一賃金とは？）

①パートタイム労働者…通常の労働者（正規型の労働者・無期雇用フルタイム労働者）と比較して１週間の所定労働
時間が短い労働者

②有期雇用労働者………期間の定めのある労働契約を締結している労働者
※「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった名称に関わらず、上記のいずれかに当てはまる場合はパート・有期雇用労働法
の対象となります。

均等待遇とは？＝差別的取り扱いの禁止・第９条
通常の労働者とパート・有期雇用労働者の①職務内容②職
務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、待遇について同じ
取扱いにする必要があります。

均衡待遇とは？＝不合理な待遇の禁止・第８条
通常の労働者とパート・有期雇用労働者の①職務内容②
職務内容・配置の変更の範囲が異なる場合、違いに応じ
た合理的な範囲内で待遇を決定する必要があります。
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パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書より

パートタイム・有期雇用労働法（同一労働同一賃金の基本について）

『通勤手当』
の性質・目
的に照らし
て適切なも
のを考慮す
るとは？

正社員と
パートは責
任の重さが
違う…

正社員と
パートは契
約期間、労
働時間が短
い…



同一労働同一賃金の取組支援機関
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